
承認第５号

専決処分の承認を求めることについて（第５号）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。

令和８年５月２９日提出

つくばみらい市長 小 田 川  浩  

提案理由

地方税法施行令等の一部改正に伴い、つくばみらい市国民健康保険税条例の一部を改

正する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、専決処分しました。

このため、つくばみらい市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、承認

を求めるものです。
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専決第８号

専 決 処 分 書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、つくばみらい

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分する。

令和８年３月３１日

つくばみらい市長 小 田 川 浩  
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つくばみらい市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

つくばみらい市国民健康保険税条例（平成１８年つくばみらい市条例第７１号）の一部

を次のように改正する。

第３条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第３項中「属する」

の次に「国民健康保険の」を加え、同条第５項中「属する」の次に「国民健康保険の」を

加え、同項に次のただし書を加える。

ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課

税額は、３万円とする。

第２１条第１項各号列記以外の部分中「６６万円」を「６７万円」に改め、「オに掲げ

る額を減額して得た額」の次に「（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万

円）」を加え、同項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同項第３号

中「５６万円」を「５７万円」に改め、同条第３項第１号中「第２４条の３０の５」を

「第２４条の３０の６」に改める。

附則第８項、第９項及び第１１項から第１８項までの規定中「、第９条」の次に「、第

９条の３」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後のつくばみらい市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。
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つくばみらい市国民健康保険税条例(平成18年つくばみらい市条例第71号)新旧対照表 

改正案 現行 

(課税額) (課税額) 

第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯

主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定し

た次に掲げる額の合算額とする。 

第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯

主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定し

た次に掲げる額の合算額とする。 

 (1)～(4) (略)  (1)～(4) (略) 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が67万円を超える場合においては、基礎課税額は、67万円と

する。 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が66万円を超える場合においては、基礎課税額は、66万円と

する。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項

の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項

の世帯主を除く。)及びその世帯に属する              被保険

者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

4 (略) 4 (略) 

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条

第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(法第703条の4第30項に

規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した1

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条

第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する             被

保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(法第703条の4第30項に

規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した1
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8歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後

の額が3万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付

金課税額は、3万円とする。 

8歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。               

                                                         

                         

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第3条第2項本文の基礎

課税額からアに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額

が67万円を超える場合には、67万円)、同条第3項本文の後期高齢

者支援金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額(当該減額

して得た額が26万円を超える場合には、26万円)、同条第4項本文

の介護納付金課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)及び同条第5

項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からエからオに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が3万円を超える場合

には、3万円）の合算額とする。 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第3条第2項本文の基礎

課税額からアに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額

が66万円を超える場合には、66万円)、同条第3項本文の後期高齢

者支援金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額(当該減額

して得た額が26万円を超える場合には、26万円)、同条第4項本文

の介護納付金課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)及び同条第5

項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からエからオに掲げる

額を減額して得た額                    

       の合算額とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき31万円 

    を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に

該当する者を除く。) 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき30万5,0

00円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に

該当する者を除く。) 

ア～ウ (略) ア～ウ (略) 
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(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき57万円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該

当する者を除く。) 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき56万円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該

当する者を除く。) 

ア～ウ (略) ア～ウ (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の

89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)

が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額

及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該

所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の

89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)

が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額

及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該

所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額

 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割

額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税

法施行規則第24条の30の6に定める場合には、出産の日。以下

同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎

妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間

(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額

 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割

額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税

法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下

同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎

妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間

(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 
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(2)～(6) (略) (2)～(6) (略) 

附 則 附 則 

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有

する場合における第4条、第7条、第9条、第9条の3及び第21条の

規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあ

るのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第21条第

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」とする。 

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有

する場合における第4条、第7条、第9条          及び第21条の

規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあ

るのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第21条第

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」とする。 

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例) (長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場

合における第4条、第7条、第9条、第9条の3及び第21条の規定の

適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条

第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年

法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34

条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場

合における第4条、第7条、第9条          及び第21条の規定の

適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条

第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年

法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34

条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、
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第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除

後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2

第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」

と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。 

第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除

後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2

第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」

と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第9条、第9

条の3及び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第3

5条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項

中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又

は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第9条     

     及び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第3

5条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項

中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又

は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 
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(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第9条、

第9条の3及び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同

条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第9条   

       及び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同

条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) (先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡

所得又は雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条、第9

条の3及び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第3

5条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同

条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則

第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡

所得又は雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条     

     及び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第3

5条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同

条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則

第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得
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金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」とする。 

金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」とする。 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は

雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条、第9条の3及

び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5

項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」

とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の

3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第21条第

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」とする。 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は

雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条          及

び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5

項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」

とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の

3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第21条第

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」とする。 

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) (特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)

第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定

する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得

を有する場合における第4条、第7条、第9条、第9条の3及び第21

条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)

第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定

する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得

を有する場合における第4条、第7条、第9条          及び第21

条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額
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の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項

及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例

適用利子等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用

利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山

林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適

用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、

第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用利子等の額」とする。 

の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項

及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例

適用利子等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用

利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山

林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適

用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、

第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用利子等の額」とする。 

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) (特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する

特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又

は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、

配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条、

第9条の3及び第21条第1項の規定の適用については、第4条第1項

中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所

得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び

第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用

配当等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用配当

等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する

特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又

は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、

配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条 

        及び第21条第1項の規定の適用については、第4条第1項

中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所

得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び

第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用

配当等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用配当

等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林
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所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用

配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、

第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額」とする。 

所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用

配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、

第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額」とする。 

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) (条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。

以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規

定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一

時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条、

第9条の3及び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及

び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租

税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び

山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利

子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条

の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。

以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規

定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一

時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条   

       及び第21条の規定の適用については、第4条第1項中「及

び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租

税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び

山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利

子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条

の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子
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等の額」とする。 等の額」とする。 

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) (条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12

項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第4条、第7条、第9条、第9条の3及び第2

1条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額

の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特

例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の

合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施

特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計

額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に

規定する条約適用配当等の額」と、第21条第1項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12

項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第4条、第7条、第9条          及び第2

1条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額

の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特

例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の

合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施

特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計

額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に

規定する条約適用配当等の額」と、第21条第1項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 
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